[bookmark: _GoBack]様式第2号(第6条関係)

色麻町指令第 　号


行政区名
代表者名

色麻町地域コミュニティ推進事業補助金交付決定通知書

年 月 日付けで申請のあった色麻町地域コミュニティ推進事業補助金については、下記のとおり交付することに決定したので、色麻町地域コミュニティ推進事業補助金交付要綱第6条の規定により通知します。

　年　 月　 日

色麻町長　　　　　　 　　　

記

1　事業の区分及び名称
　　区　分
　　名　称
2　交付決定額 　　金 　　　　　　　円

3　交付条件
(1) この補助金は、行政区が行う住民主体による地域のコミュニケーションづくりを推進するための事業に対して交付するものであり、補助金交付の目的以外に使用してはならない。
(2) 補助金の趣旨に適合しない支出があったと認めたときは、補助金の全部または一部を返還させることがある。
(3) 色麻町地域コミュニティ推進事業補助金交付要綱第6条の規定により、補助対象事業が完了したときは、30日以内に補助金実績報告書を提出すること。
(4) その他、色麻町補助金交付事務取扱規則及び色麻町地域コミュニティ推進事業補助金交付要綱を遵守すること。
